
 

 

令和 8 年 6 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 8 年 6 月 18 日 

 



令和 8 年 6 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 36 号 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について 

議案第 37 号 浜田市行政手続条例の一部を改正する条例について 

議案第 38 号 浜田市印鑑条例の一部を改正する条例について 

議案第 39 号 浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

について 

議案第 40 号 浜田市障害者等介護給付費等審査会条例及び浜田市予防接種健

康被害調査委員会設置条例の一部を改正する条例について 

議案第 41 号 浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

いて 

議案第 42 号 財産の取得について（消防ポンプ自動車） 

議案第 43 号 財産の取得について（小型動力ポンプ付軽積載車） 

議案第 44 号 財産の無償貸付について（「道の駅」ゆうひパーク浜田） 

議案第 45 号 工事請負契約の変更について（美又温泉外湯建設工事に伴う建

築主体工事） 

議案第 46 号 令和 8 年度浜田市一般会計補正予算（第 2 号） 

議案第 47 号 令和 8 年度浜田市水道事業会計補正予算（第 2 号） 

 

報 告 

報告第 4 号 専決処分の報告について（浜田市税条例の一部を改正する条例） 

報告第 5 号 専決処分の報告について（浜田市ケーブルテレビＨＦＣ設備撤

去等工事の変更契約） 

報告第 6 号 専決処分の報告について（美又温泉外湯建設工事に伴う建築主

体工事） 

報告第 7 号 専決処分の報告について（美又温泉外湯建設工事に伴う機械設

備工事） 

報告第 8 号 専決処分の報告について（令和 7 年度浜田市一般会計補正予算

（第 13 号）） 

報告第 9 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報告第 10 号 令和 7 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 



報告第 11 号 令和 7 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

報告第 12 号 令和 7 年度浜田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

報告第 13 号 放棄した市の私債権の報告について（一般会計） 

報告第 14 号 放棄した市の私債権の報告について（水道事業会計） 
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議案第 36 号 

 

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について 

 

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例 

 

（浜田市監査委員条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市監査委員条例（平成 17 年浜田市条例第 12 号）の一部を次の

ように改正する。 

第 3 条中「第 243 条の 2 の 8 第 3 項」を「第 243 条の 2 の 9 第 3 項」に

改める。 

（浜田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和 2 年浜田

市条例第 21 号）の一部を次のように改正する。 

第 1 条中「第 243 条の 2 の 7 第 1 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 1 項」に、

「第 243 条の 2 の 8 第 3 項」を「第 243 条の 2 の 9 第 3 項」に改める。 

第 2 条中「第 173 条の 4 第 1 項第 1 号」を「第 173 条の 5 第 1 項第 1 号」

に改める。 

（浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第 3 条 浜田市水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 260

号）の一部を次のように改正する。 

第 5 条中「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 9 第 8 項」に

改める。 

（浜田市工業用水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第 4 条 浜田市工業用水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年浜田市条

例第 262 号）の一部を次のように改正する。 

第 6 条中「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 9 第 8 項」に

改める。 

（浜田市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第 5 条 浜田市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年浜田市条例第 38

号）の一部を次のように改正する。 

第 7 条中「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 9 第 8 項」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 9 月 24 日から施行する。 
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議案第 37 号 

 

浜田市行政手続条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市行政手続条例の一部を改正する条例 

 

浜田市行政手続条例（平成 17 年浜田市条例第 19 号）の一部を次のように

改正する。 

第 15 条第 1 項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同条第 3 項中「名あて

人」を「名宛人」に、「その者の氏名、同項第 3 号及び第 4 号に掲げる事項並

びに当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に

交付する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」

に改め、同項後段を削り、同条に次の 1 項を加える。 

4  前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第 1 項第 3 号及び第 4 号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に

掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項に

おいて「公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を

当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置

した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態

に置く措置をとることによって行うものとする。この場合においては、当

該措置を開始した日から 2 週間を経過したときに、当該通知がその者に到

達したものとみなす。 

第 16 条第 1 項中「同条第 3 項後段」を「同条第 4 項後段」に改める。 

第 22 条第 3 項中「第 15 条第 3 項」の次に「及び第 4 項」を、「同条第 3

項」の次に「及び第 4 項」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、「「当事

者又は参加人」と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から」を削

り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

第 29 条前段中「及び」の次に「第 4 項並びに」を加え、同条中「「同項第

3 号」を「同条第 4 項中「第 1 項第 3 号」に、「同条第 3 号」を「第 28 条第

3 号」に、「同条第 3 項後段」を「同条第 4 項後段」に、「第 15 条第 3 項後段」

を「第 15 条第 4 項後段」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 38 号 

 

浜田市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

浜田市印鑑条例（平成 17 年浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正

する。 

第 11 条第 1 項ただし書中「規定する個人番号カード」の次に「、出入国管

理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）第 19 条の 15 の 2 第 1 項に規

定する特定在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱し

た者等の出入国管理に関する特例法（平成 3 年法律第 71 号）第 16 条の 2 第

1 項の規定による特定特別永住者証明書」を加え、「「個人番号カード」を「「個

人番号カード等」に、「当該個人番号カード」を「当該個人番号カード等」に

改め、同条第 3 項中「、個人番号カード」を「、個人番号カード等」に、「当

該個人番号カード」を「当該個人番号カード等」に、「第 22 条第 1 項」を「第

22 条第 7 項（同法第 22 条の 3 第 2 項において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定により同法第 22 条第 1 項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 39 号 

 

浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 59 号）

の一部を次のように改正する。 

第 13 条第 2 項各号列記以外の部分中「1,080 円」を「1,440 円」に改め、

同項第 1 号中「710 円」を「950 円」に改め、同項第 2 号中「1,080 円」を

「1,440 円」に改め、同項第 3 号中「840 円」を「1,120 円」に改め、同項第

4 号中「1,080 円」を「1,440 円」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浜田市職員の特殊勤務手当に

関する条例の規定は、令和 8 年 4 月 1 日から適用する。 
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議案第 40 号 

 

浜田市障害者等介護給付費等審査会条例及び浜田市予防接種健康被害

調査委員会設置条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市障害者等介護給付費等審査会条例及び浜田市予防接種健康被害調

査委員会設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市障害者等介護給付費等審査会条例及び浜田市予防接種健康被害

調査委員会設置条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市障害者等介護給付費等審査会条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市障害者等介護給付費等審査会条例（平成 18 年浜田市条例第

27 号）の一部を次のように改正する。 

第 8 条中「地域福祉課」を「高齢障がい福祉課」に改める。 

（浜田市予防接種健康被害調査委員会設置条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市予防接種健康被害調査委員会設置条例（平成 17 年浜田市条

例第 156 号）の一部を次のように改正する。 

第 10 条中「健康医療対策課」を「健康医療保険課」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 41 号 

 

浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

浜田市消防団員等公務災害補償条例（平成 17 年浜田市条例第 258 号）の一

部を次のように改正する。 

第 18 条中「祭葬」を「葬祭」に、「31 万 5,000 円」を「33 万円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市消防団員等公務災害補償条例（以下「新

条例」という。）第 18 条の規定は、令和 8 年 4 月 1 日（以下「適用日」と

いう。）以後に支給すべき事由の生じた浜田市消防団員等公務災害補償条

例第 4 条第 7 号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について

適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従

前の例による。 

3  適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例によ

る改正前の浜田市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）

第 18 条の規定による金額により支給されたもの又は旧条例附則第 6 条の

規定による金額により支給されたもの（その額が 66 万円未満であるもの

に限る。）の支払は、新条例第 18 条の規定による金額により支給されるべ

き葬祭補償の内払とみなす。 
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議案第 42 号 

 

財産の取得について 

 

東部消防署旭出張所消防ポンプ自動車更新のため次のとおり財産を取得

することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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1 取得する財産  消防ポンプ自動車 1 台 

2 取得の方法      購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格  71,127,530 円  

4 契約の相手方  松江市学園一丁目 6 番 14 号 

株式会社クマヒラセキュリティ 松江支店 

           支店長 岡 先 利 幸 
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議案第 43 号 

 

財産の取得について 

 

浜田市消防団小型動力ポンプ付軽積載車更新のため次のとおり財産を取

得することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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1 取得する財産     小型動力ポンプ付軽積載車 2 台 

2 取得の方法      購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格  18,392,480 円 

4 契約の相手方  松江市東朝日町 233 番地 4 

株式会社吉谷 

           代表取締役 長 見 秀 男 
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議案第 44 号 

 

   財産の無償貸付について 

 

次のとおり道の駅として財産を無償で貸し付けることについて、地方自治

法第 96 条第 1 項第 6 号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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1 財産の名称  「道の駅」ゆうひパーク浜田 

2 無償貸付する財産  

建物 

所在地  浜田市原井町 1203 番地 1 

建築年度 平成 6 年度 

構造   鉄筋コンクリート造 2 階建 

延床面積 2,549.66 ㎡ 

3 無償貸付の目的  公募により選定した民間事業者に無償貸付を行うこ

とで、市民、観光客等の道路利用者に対し地域の魅力

を発信し、施設の集客力を高めながら持続可能な交流

拠点としての賑わい施設へとリニューアルするもの 

4 無償貸付の期間  令和 9 年 4 月 1 日から令和 24 年 3 月 31 日まで 

5 無償貸付の相手方 広島県広島市中区大手町五丁目 3 番 12 号 

浜田まちおこし共同企業体 

代表構成員 

株式会社第一ビルサービス 

代表取締役 坂 根 紳 也 
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議案第 45 号 

 

工事請負契約の変更について 

 

令和 7 年 7 月 8 日議決を経た、美又温泉外湯建設工事に伴う建築主体工事

請負契約について次のとおり変更したいので、地方自治法第 96 条第 1 項第 5

号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第 2 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 8 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 三 浦 大 紀 
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1  契約の金額 変更前 466,397,800 円 

変更後 539,952,600 円 

2  完工期日  変更前 令和 8 年 7 月 3 日 

変更後 令和 8 年 9 月 30 日 

 





































































 




